
中小企業子ども・子育て支援環境整備事業（仕事・子育て両立支援事業費補助金）＃

【令和５年度予算 ： ２億円 → 令和６年度予算 ： ２億円】

子ども・子育て支援法に基づき、労働者に係る育児休業等の取得を促進するなど、子ども・子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主に助成金を支
給することで、企業における子ども・子育て支援環境の整備を促進し、仕事と子育ての両立に資することを目的とする。

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

【実施主体、補助率】

公募団体（一般財団法人 女性労働協会）、定額（10/10相当）

【助成額】

50万円/企業

【令和５年度実績 】

助成決定数 154件 助成金額 75,846千円
※ 令和4年度実績 助成決定数 106件 助成金額 51,307千円

【事業概要】
企業からの申請により、助成金（定額）を支給。令和３年10月１日から、令和９年３月31日までの措置として実施。

※ 保育所等の運営費（０歳から２歳児）の事業主拠出金の追加拠出期間（令和７年度まで）に子育て支援環境を整備した企業等に支援を行うため、
令和８年度末まで助成事業を実施する。

【対象企業】
雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組む企業

次世代育成支援対策推進法に基づき、

•プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定（１つの認定につき各年度助成（要申請））

•くるみん認定、くるみんプラス認定〔１回の認定につき1回限り助成（認定の当年度又は翌年度に助成））
を取得している中小企業*

（従業員300人以下規模の企業）

＊ 企業における子育て支援環境の整備、育児休業等の取得の促進のため、企業数に比して認定企業数の割合が低い中小企業に対して支援を行うこととする。

くるみん累計
(うちプラチナ)

くるみん
[ R3.4～R4.3]

（参考）企業数

大企業 2,368（450）企業 134企業 1万 364企業

中小企業 1,763（98）企業 196企業 336.5万企業

※ 企業数は、中小企業庁発表（令和３年６月１日時点）による。
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